
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

佐賀市「人権だより」  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

〇日本語の書類の意味がわからず、必要な手続きができない（遅れてしまう） 

〇日本語での会話ができずに様々なシーンでコミュニケーションがとれない 

〇多言語に対応していないサービスに苦労することがある 

現在、佐賀市内には２，０６２人の外国人が在留しており（令和４年１２月３１日現在）、それぞれ違

った言語や宗教・文化や習慣をもった人たちがともに暮らしています。 

しかし、全国的には、その違いにより外国人をめぐって「アパートの入居を拒否される」「外国人を排

斥するような発言（ヘイトスピーチ）」などの様々な人権問題が発生しています。 

〇母国の習慣や文化を理解してもらえず、苦労することがある 

〇制度に関する知識不足により必要なサービスがうけられない 

〇外国人であることや、ある特定の出身者であることを理由とする差別発言 

〇「○○人だから□□だ」といった決めつけ 

〇外国人が日本語を話せないことによる対応拒否 

 やさしい日本語とは、1995 年の阪神・淡路大震災をきっかけにつくられ、普通の日本語よりも簡単で、

外国人にもわかりやすい日本語となっています。また、やさしい日本語は外国人だけでなく、ちいさな

子どもや高齢者、障がいのある方にも効果的です。 

難しい漢字を使わな

い、方言を使わない。 

尊敬語や謙譲語ではな

く丁寧語を使うことな

どがポイント 


